
様式第3号(第3条関係)

川41≒

一

部　 開　 示　 決　 定　 通　 知　 書

武市企第　２８　 号

平成２６年５月７日

武雄市長　　樋　渡　啓

平成２６年４月２０日付けで請求のあった公文書の開示については、武雄市情報公開

条例第9条第1項の規定により、次のとおり公文書の一部を開示することと決定したので

通知します。

公文書の件名
・平成２５年度の武市企文書件名簿の内、文書番号９９番以降の部分全て

開 示 の 日 時 開示 文書郵送による

開 示 の 場 所 同 Ｌ

公 文 書の一 部

を 不開 示 とす

る理由

武雄 市情報公開条例第7条第2 号の規定に該当

(理由)

個人に関ずる情報であって、特定の個人が識別され得るもの

所　 管　 課 つながる部　 企画課　 企画係

電話番 号(直通)0954  ― 2 3 ― 9325

注1　 公文書の開示を受ける際には、この通知書を係員に提示してください、

２　指定された公文書の開示の日時に 支障があるときは、あらかじめその旨を所管課に

連絡してください 、

３　二の決定について 伺|14かおる場今には、 二の決定があったことを 知った日の翌 川か

ら起算して60 日以内に武雄市長に 対して 異議申立てをする 二とができますくなお、こ

の決定があったことを知った日の翌 川から起算して60｢| 以内であっても、二の決定の

[]の翌( に らヽ起 算して1 年を経 過する と 異議申 ヽljててを す る 二とがで きな くな り ま

十　)

１　二の決定については、 二の決定 囗1記3の 異議巾ヽyてをした場 今にあっ ては、肖該異

議申立てに紂卞る決定)があったこ とを矢|]つだ|] の翌|| から 起算して6箇J｣以内に、武

雄巾を陂占としてリJもかにおいて武雄市を代表十ろ 者け 、武攘巾丿剞ゴ 冖丿主十　卜 妲

分･ﾉ)取消しの訴えを提 起十る 二とができます(なお 、二の決定がおっと ことを知った

|十ﾉ)夕| に らヽiぽ算レ ご6筒j｣ 以[Ｔ ごあっても、二心決定力 川カタ(に らヽ起算して卩にを

経過十る と世示yj収消し･ﾉ)訴えを提起する 二とができ々くたり主十　)
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